
※　緊急時訪問介護加算の算定時に限り、身体介護の（１）２０分未満に引き続き、生活援助を行うことも可能。

注
所定単位は、イからホまでにより算定した単位数の合計

：特別地域訪問介護加算、中山間地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算、介護職員処遇改善加算は、
 支給限度額管理の対象外の算定項目
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（１）　２０分未満
　　　　（○○単位）

（２）　２０分以上３０分未満
　　　　（○○単位）

（３）　３０分以上１時間未満
　　　　（○○単位）
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（１）　介護職員処遇改善加算
（Ⅰ）（1月につき　＋所定単位
×（○○＋○○）／１０００）

（１２）　介護職員処遇改善加算
（ⅠⅡ）（1月につき　＋所定単
位×○○／１０００）

（２３）　介護職員処遇改善加算
（ⅡⅢ）（1月につき　（１2）の○
○／１００）

（３４）　介護職員処遇改善加算
（ⅢⅣ）（1月につき　（１2）の○
○／１００）

ニ　初回加算
　　（１月につき　＋○○単位）

ホ　生活機能向上連携加算
　　（１月につき　＋○○単位）

ハ　通院等乗降介助
　　（１回につき　 ○○単位）


